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鳥取県バスケットボール協会 規約

第１章 総 則
第１条 本会は、鳥取県バスケットボール協会と称する。
第２条 本会の事務局は、理事長所在地区に置く。

第２章 目的及び事業
第３条 本会は、鳥取県におけるバスケットボール競技界を統轄し、代表する団体として

バスケットボールの普及及び振興を図ることを目的とする。
第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１）バスケットボールに関する技術の調査研究をすること
（２）バスケットボールに関する競技会を開催すること
（３）バスケットボールに関する講習会の開催及び指導者を養成すること
（４）中国バスケットボール協会及び（財）日本バスケットボール協会並びに

（財）鳥取県体育協会等の関係諸団体との連絡調整を行うこと
（５）その他本会の目的を達成するために必要な事業を行うこと

第３章 組 織
第５条 本会は、鳥取県の実業団連盟・クラブ連盟、家庭婦人専門部、教員連盟、学生連

盟、高体連専門部、中体連専門部、ミニ連盟等（以下「各専門部等」という ）。
をもって組織し、次の３地区協会を置く。

（１）東部地区協会 鳥取市・岩美郡・八頭郡
（２）中部地区協会 倉吉市・東伯郡
（３）西部地区協会 米子市・境港市・西伯郡・日野郡

第４章 役 員
第６条 本会に次の役員を置く。

（１）会 長 １名
（２）副 会 長 ３名
（３）理 事 長 １名
（４）副理事長 ３名
（５）事務局長 １名
（６）常任理事 若干名
（７）理 事 若干名
（８）監 事 ２名
（９）顧 問 若干名
（ ）参 与 若干名１０

第７条 各地区協会には、地区の会長、副会長、理事長、副理事長、理事を置く。
第８条 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、常任理事、監事は、理事会で承認

されなければならない。
第９条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

２．副会長は、各地区協会の会長をもって之にあて、会長を補佐し、会長に事故ある
ときは、その職務を代行する。

第 条 理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の業務を処理１０
する。

２．副理事長は、各地区協会の理事長をもって之にあて、理事長を補佐し、理事長に
事故あるときは、その職務を代行する。

第 条 理事は、各専門部等の代表者及び各地区協会の理事の中から選出された代表者と１１
する。

２．理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し執行する。
３．各専門部等の代表者以外の理事は、各委員会に所属し、会務を分掌、執行する。

第 条 常任理事は、理事の内から選出される。１２
２．常任理事は、常任理事会を組織し、本会の常務を審議処理する。
３．各専門部等の代表者以外の常任理事は、委員長として、各委員会を統括する。
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第 条 事務局長は、理事会に諮り、会長が委嘱する。１３
２．事務局長は、本会の庶務会計にあたる。

第 条 監事は、理事会に諮り、会長が委嘱する。１４
２．監事は、本会の会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。

第 条 顧問及び参与は、本会に功労のあった者の内から、理事会の推薦により、会長が１５
委嘱する。

２．顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
３．参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることが

できる。
第 条 役員の任期は２年とし、重任を妨げない。１６

２．欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第５章 会 議
第 条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事をもって組織し、１７

次の事項を審議する。
（１）事業計画及び収支予算についての事項
（２）事業報告及び収支決算についての事項
（３）役員の選任についての事項
（４）規約の改正についての事項
（５）その他重要事項

２．理事会は、毎年１回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時
理事会を招集することができる。

第 条 本会の主催する会議の議事は、すべて出席者の過半数をもって決し、可否同数の１８
ときは、議長の決するところによる。

第 条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事をもって組織し、本１９
会の運営上必要な事項を審議する。

２．常任理事会は、必要に応じて会長が招集する。
第 条 本会に次の委員会を置き、委員長及び委員は、会長が委嘱する。２０

（１）総務委員会 競技に関する事務・広報、競技者及びチームの登録等
（２）競技委員会 競技大会の運営、大会日程の作成・調整等
（３）審判委員会 競技大会の審判割当、審判研修会の運営等
（４）ＴＯ委員会 競技大会の会場・用具の整備、ＴＯ研修会の運営等
（５）強化委員会 競技の普及・強化、技術研修会の運営等

２．各委員会は、必要に応じて会長が招集する。

第６章 会 計
、 、 、 、 。第 条 本会の経費は 登録料 補助金及び委託金 大会参加料 寄付等をもって充てる２１

第 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。２２

（ ）細則
第１条 地区の会長、副会長、理事長、副理事長、理事は、各地区において選出する。
第２条 会長、副会長、理事長、副理事長、理事は、本会の企画運営にあたり、内若干名

は、中国バスケットボール協会及び（財）日本バスケットボール協会の役員とな
る。

第３条 理事は、各専門部等の代表者各１名及び各地区協会の理事の中から選出された代
表者１０名以内とする。

第４条 常任理事には、前条の各専門部等の代表者各１名を必ず含むものとする。
第５条 事務局長の下に、必要に応じて事務局員を置くことができる。
第６条 顧問は、原則として、会長、副会長経験者とする。
第７条 参与は、原則として、理事長、副理事長、常任理事経験者とする。

付則 本規約は平成１９年３月２１日より施行する。（ ）


